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基本計画（商業登記等）に係る論点 

（第２検討チーム（２月１５日）の議論を踏まえて） 

 

 

１．２４時間以内の処理実現（役員変更登記等） 
 

役員変更登記等は、中小企業を含む大多数の法人が定期的に行うものであるため、迅

速な処理が望まれる（仮に法人設立登記を優先的に迅速処理する一方で、他の登記を劣

後させるという趣旨であれば、多数の法人にマイナスの影響が出かねない）。 

前回の当検討チーム（２月１５日）において、貴省からは「業務の徹底的な電子化」

を方針とされているとの回答を得ているところでもあるが、役員変更登記等は、既に２

４時間以内の処理を目指すこととした設立登記に比べて確認事項が少なく、より迅速な

処理が可能と考えられる。 

日本経済再生本部の下に設置されている法人設立手続オンライン・ワンストップ化検

討会でも設立登記について同様の議論がされているが、内閣官房ＩＴ総合戦略室で国際

的な比較や技術的な実現可能性という観点から評価を受けた上で、役員変更登記等につ

いても事務処理の自動化を導入し、２４時間以内の処理を目指すべきではないか。 

 

２．電子化・オンライン化の推進 
 

（１）本人確認手続の簡素化 
 
内閣官房ＩＴ総合戦略室に聴取したところ、電子署名を用いなくても、セキュリティに

配慮した ID・パスワード方式が技術的に可能と聞いている。内閣官房ＩＴ総合戦略室が３

月末に示す予定のデジタル社会における本人確認方法見直しガイドラインを踏まえて、同

室で国際的な比較や技術的な実現可能性という観点から評価を受けた上で、商業登記にお

いても、ID・パスワード方式を検討されたい。 

 

（２）添付書類ゼロ 
 
入札・契約（物品・役務）の簡素化（①申請書記載事項への一本化、②バックヤード連

携、③入手可能な公開情報は改めて求めない（財務諸表）等）における「添付情報ゼロ」

を参考に、添付書類の削減に向けて検討すべきである。 

例えば、死亡（既に行政機関が保有する情報）による役員変更届は、バックヤード連携

があれば不要ではないか。また、株主リストは、例えば、公開会社等においては電子開示

システム（ＥＤＩＮＥＴ）における有価証券報告書上の「主要株主の状況」等として入手

可能ではないか。 
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（３）オンライン申請率 
 

本人申請のオンライン申請率がほぼ０％である原因を分析されたい（大量に申請を行

うことのない法人本人にとって、登記・供託オンライン申請システムの使い勝手が悪く

ないか等）。 

また、オンライン申請率の目標値について、以下フォーマットに記入いただく形で回

答いただきたい（３月中に記入・提出いただき、基本計画にも反映いただきたい）。 
 

 ※2017 年 10 月の値は、法務省提出資料（平成 30 年２月 15 日第２検討チーム 資料２）による。 

  （別添１参照） 
 

  【代理人申請】 

 2017 年 10 月 2020 年３月 
将来的な目標 

（●年●月） 

法人設立登記 92.2％ ●％ ●％ 

役員変更登記 81.9％ ●％ ●％ 
 
  【本人申請】 

 2017 年 10 月 2020 年３月 
将来的な目標 

（●年●月） 

法人設立登記 0.0％ ●％ ●％ 

役員変更登記 1.1％ ●％ ●％ 

 

 （４）補正率 

補正率が高い（代理人申請でも１割超、本人申請では２～３割）が補正を受けている

原因を分析されたい。また、補正率の目標値について、以下フォーマットに記入いただ

く形で回答いただきたい（３月中に記入・提出いただき、基本計画にも反映いただきた

い）。 
 

 ※2017 年 10 月の値は、法務省提出資料（平成 30 年２月 15 日第２検討チーム 資料２）による。 

  （別添１参照） 

 

 【代理人申請】 

 2017 年 10 月 2020 年３月 
将来的な目標 

（●年●月） 

法人設立登記 14.1％ ●％ ●％ 

役員変更登記 13.2％ ●％ ●％ 

 

  【本人申請】 

 
本人申請 2020 年３月 

将来的な目標 

（●年●月） 

法人設立登記 23.5％ ●％ ●％ 

役員変更登記 31.9％ ●％ ●％ 
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（５）電子公告 
 

低コストかつ安全（改ざん防止及びセキュリティ）な方法で、電子公告を行う方法につ

いて、内閣官房ＩＴ総合戦略室で国際的な比較や技術的な実現可能性という観点から評価

を受けた上で、検討いただきたい。 

 

３．コスト計測について 
 
「行政手続部会とりまとめ」の考え方に従い、「行政内部の処理時間」を含めず、「事業者

の作業時間」を記載頂きたい。具体的な方法については、入札・契約における総務省の取

組（別添２）を参照のこと。 

 

４．その他 
 

商業登記電子証明書の累計発行数について、前回の当検討チームにおいて累計約 90 万

件とのご報告をいただいた。他方で、証明書の有効期間は最長 27 か月であることから、

平成 30 年３月時点で有効なものは最大でも 25 万件程度と推測される。平成 30 年３月時

点で有効な商業登記電子証明書の数について、法務省で把握している直近の値をお示しい

ただきたい。（別添３参照） 
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○株式会社の設立の登記 

 

 

 

○株式会社の役員変更の登記 

 

別添 1 
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入札・契約（物品・役務）におけるコスト計測の取組 

 

 

 

 

  

別添２ 
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電子認証利用件数と商業登記電子証明書の証明期間 

（法務省提出資料） 

 

 

 

  暦年発行件数    

平成 12 年 10  平成 22 年 67,475 

平成 13 年 66  平成 23 年 72,359 

平成 14 年 152  平成 24 年 76,643 

平成 15 年 810  平成 25 年 79,056 

平成 16 年 10,104  平成 26 年 83,641 

平成 17 年 18,282  平成 27 年 94,390 

平成 18 年 34,988  平成 28 年 108,756 

平成 19 年 50,001  平成 29 年 125,197 

平成 20 年 64,425  合計 952,287 

平成 21 年 65,932    

 

 

商業登記電子証明書の有

効期間は最長 27 か月で

あり、平成 30 年３月時

点で有効なものは平成２

８年、２９年に発行され

たものと、平成２７年に

発行されたものの一部と

なる。 

別添３ 


